
様式第3号(第8条関係) 

「大間々・笠懸路線バスのバス停新設及び路線延長に伴う運賃について」 
パブリックコメントの結果 

 
☆意見等の募集期間：令和６年１１月２５日　～　令和６年１２月２４日 
☆意見等の受付件数：１人 １件 
(提出方法の内訳：郵便等　１人、電子メール　０人) 
 
1　ご提出いただいた意見等を内容により整理し、意見等の概要を掲載します。 
 
　(1) 施策に対する意見 

 
 
☆問い合わせ先：政策企画部企画課　　TEL：0277(76)0962 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：0277(76)2449 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子メール：kikaku@city.midori.gunma.jp 

 番号 ご提出いただいた意見等の概要 市の考え方

 1 　今年の3月に運転免許を自主返納した

ところ。高齢のため、両膝が痛く通院し

ており、大間々駅まで自転車で15分、徒

歩で30分かかる。 

自転車は危ないので、やめようと思っ

ているが、歩くことも大変なため、大

間々・笠懸路線バスの始発が上原団地か

らになれば、大間々駅まで歩いて行くこ

ともなく大変助かる。

免許返納者の移動手段として公共交通の

担う役割は重要と捉えており、今後も幅広

い年齢層の方が利用しやすい路線バスとな

るよう、利用者の需要動向等を総合的に踏

まえ、検討してまいります。


